
平成２５年９月１８日 

参 考 資 料 

神奈川県と東日本高速道路株式会社との 

包括的連携協定の締結について 

神奈川県知事 黒岩 祐治と東日本高速道路株式会社（ＮＥＸＣＯ東日本）代表取
締役社長 廣瀨 博は、包括的連携協定を平成２５年９月１８日（水）に締結しまし
た。 
 

１ 協定の目的 

県と高速道路会社が連携して、双方の資源を有効に活用し、神奈川県内におけ

る災害時の相互協力、観光振興、県産品の消費拡大等を通じて地域社会の発展を

図るとともに、高速道路、サービスエリア・パーキングエリアにおける質の高い

サービスの提供等を通じて利用者の利便の向上、利用の拡大を図ることを目的と

しています。 

２ 協定による取組み事例 
・ 災害時における相互協力 

・ 安全、安心の確保 

・ 観光振興及び高速道路の利用促進 

・ パーキングエリア等における県産品の消費拡大 

・ 環境対策 

・ 技術提携 

 

添付資料 

・締結時の写真 

・神奈川県と東日本高速道路株式会社との包括的連携協定書 

・想定される取組み事例 

 

問い合わせ先 

神奈川県 県土整備局 道路部 道路企画課  

課長 相原        電話：045-210-6400 

国道調整グループ 加倉井 電話：045-210-6406 

東日本高速道路株式会社関東支社広報課 

電話：03-5828-8347 



 



神奈川県と東日本高速道路株式会社との包括的連携協定書 
 
 
神奈川県（以下「県」という。）と東日本高速道路株式会社（以下「高速道路会社」と

いう。）は、相互の連携を強化することについて、次のとおり協定を締結する。 
 
（目的） 
第１条 本協定は、県と高速道路会社が連携して、双方の資源を有効に活用し、神奈川県
内における災害時の相互協力、観光振興、県産品の消費拡大等を通じて地域社会の発展
を図るとともに、高速道路、サービスエリア・パーキングエリアにおける質の高いサー
ビスの提供等を通じて利用者の利便の向上、利用の拡大を図ることを目的とする。 

 

（共同実施） 
第２条 県と高速道路会社は、前条の目的を達成するため、相互に情報及び意見の交換に
努めるとともに、共同で実施することが有効な案件について連携して取り組みを進める。 

２ 県と高速道路会社は、前項により取り組みを進めることで合意をした案件について、
その具体的な推進方法、役割等に関し、別途協議の上、取り決めるものとする。 

３ 共同で実施した前項の案件について、県と高速道路会社は、その成果、今後の推進方
法等に関し、随時協議を行うものとする。 

 
（有効期間） 
第３条 本協定の有効期間は、協定締結の日から平成２８年３月３１日までとする。ただ
し、この有効期間にかかわらず、本協定の有効期間が満了する日の３０日前までに県又

は高速道路会社のいずれかが書面をもって協定終了の意思表示をしないときは、期間満
了日の翌日から更に３年間有効とし、その後も同様とする。 

 
（その他） 
第４条 本協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に関し疑義等が生じたときは、
県と高速道路会社が協議して定めるものとする。 

 
 本協定を証するため、本書２通を作成し、それぞれ署名の上、各自その１通を保有する
ものとする。 
 
 

 
平成２５年９月１８日 
 
 
 神奈川県知事                                 
                                         
 
 東日本高速道路株式会社 
 代表取締役社長         
                                         

廣瀨  博 
 

黒岩 祐治 



想定される取組み事例について想定される取組み事例について想定される取組み事例について想定される取組み事例について



神奈川県神奈川県とＮＥＸＣＯ東日本の包括的提携とＮＥＸＣＯ東日本の包括的提携神奈川県神奈川県と 東日本の包括的提携と 東日本の包括的提携

神奈川県 ＮＥＸＣＯ東日本

観光・文化遺産 高速道路，ＳＡ・ＰＡ観光 文化遺産

名所・温泉

特産品 食材 など

技術力

ドライブ情報ポ タルサイト特産品・食材 など ドライブ情報ポータルサイト
「ドラぷら」 など

連携による双方の資源の有効活用

災害時における相互協力 観光振興 県産品の拡大等による地域社会の発展災害時における相互協力、観光振興、県産品の拡大等による地域社会の発展
質の高いサービスの提供による高速道路等の利便の向上や利用の拡大
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１．１．災害時における相互協力災害時における相互協力１．災害時における相互協力１．災害時における相互協力災害時 おける相互協力災害時 おける相互協力

○被害の状況等に関する情報を共有

○土木技術の専門家による被災状況の調査・技術的支援

○災害応急対策に係る資機材等の提供

○緊急車両の高速道路における円滑な通行

○被災した住民や高速道路に取り残された方々の安全確保

○防災ヘリ・ドクターヘリを活用した被災者の救護

災害時の応急復旧 被害状況の調査 防災通信システム
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２．安全・安心の確保２．安全・安心の確保
○防災ヘリ・ドクターヘリを活用した救急救命活動

○交通安全の啓発活動を相互協力して実施

防災ヘリ・ドクターヘリ

交通安全啓発活動
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３．観光振興及び高速道路の利用促進３．観光振興及び高速道路の利用促進３．観光振興及び高速道路の利用促進３．観光振興及び高速道路の利用促進観光振興及び高速道路の利用促進観光振興及び高速道路の利用促進

○観光マップ等、広報ツールの制作・配布について相互に協力

○イベント等の実施について相互に協力

○渋滞対策や案内標識の充実等について相互に協力

○高速道路・観光施設等の企画割引の検討・実施について相互に協力

ポスター・パンフレットなど
観光情報の発信

ＳＡ・ＰＡでのイベント
（横須賀市観光誘致キャンペーン）
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４．ＳＡ・ＰＡ及びウェブサイトにおける神奈川県産品のＰＲ４．ＳＡ・ＰＡ及びウェブサイトにおける神奈川県産品のＰＲ

○ＳＡ・ＰＡでの神奈川県産品等の販売、神奈川県産食材を使用 した限定メニューの提供

○ＮＥＸＣＯ東日本の通販サイト『ドラぷらＳＨＯＰＰＩＮＧ』で神奈川県産品の販売○ＮＥＸＣＯ東日本の通販サイト『ドラぷらＳＨＯＰＰＩＮＧ』で神奈川県産品の販売

神奈川県産品の販売及び神奈川県産品を使用したメニュー
（横須賀ＰＡ）
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５．環境対策５．環境対策５．環境対策５．環境対策環境対策環境対策
○地球温暖化防止対策への取組み
○廃棄物不法投棄に関する情報の相互提供

地域の小学生を対象とした環境学習会の実施 不法投棄に関する点検・指導象 環 実
（横須賀ＰＡ）

法
（イメージ）

６ 技術提携６ 技術提携
○良好な社会資本の効率的整備、管理のための土木技術等の相互協力

講習会 橋梁点検 橋梁点検車

６．技術提携６．技術提携

講 検 検
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